
県南水議発第 5 号  

令和５年２月２１日  

 茨城県南水道企業団 

  企業長 藤井 信吾 殿 

 

茨城県南水道企業団 

議会議長 椎塚 俊裕 

 

会議結果報告について 

 

 地方自治法第１２３条第４項の規定により、次のとおり報告いたします。 

 

記 

 

１ 令和５年第１回茨城県南水道企業団議会定例会 

２ 開   会   令和５年２月 17 日 

３ 閉   会   令和５年２月 17 日 

４ 会   期   １日 

５ 議員の出席   出席 14 人 

６ 議 決 件 数   ７件  

７ 議決の状況    

議案番号 件    名 議決年月日 議決の結果 

議案第 1号 

茨城県南水道企業団個人情

報の保護に関する法律施行

条例について 

令和５年２月 17 日 原案可決 

議員提出 

議案第１号 

茨城県南水道企業団議会の

個人情報の保護に関する条

例について 

令和５年２月 17 日 原案可決 

議案第２号 

茨城県南水道企業団水道事

業給水条例の一部を改正す

る条例について  

令和５年２月 17 日 原案可決 



議案第３号 

茨城県南水道企業団職員の

定年等に関する条例の一部

を改正する条例について 

令和５年２月 17 日 原案可決 

議案第４号 

地方公務員法の一部を改正

する法律の施行に伴う関係

条例の整備に関する条例に

ついて 

令和５年２月 17 日 原案可決 

議案第５号 

令和５年度茨城県南水道企

業団水道事業会計予算につ

いて 

令和５年２月 17 日 原案可決 

意見書案 

第１号 

茨城県企業局が茨城県南水

道企業団との契約水量を、

使用実績に合わせることを

求める意見書（案）  

令和５年２月 17 日 原案可決 

 

８ 議 案 写  別紙のとおり 


